
北茨城市洪水対応タイムライン（防災行動計画）

気象・水象情報 茨城県、関係機関等 北茨城市 住民等（マイ・タイムライン）
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水防団待機水位到達

避難判断水位到達

氾濫危険水位到達

計画高水位到達
越流

大北川(磯原)：2.3m
花園川(豊田)：1.6ｍ

大北川(磯原)：3.0m
花園川(豊田)：2.6ｍ

大北川(磯原)：3.5m
花園川(豊田)：3.2ｍ

大北川(磯原)：5.0m
花園川(豊田)：5.0ｍ

〇全職員の約半数を配備
〇避難指示発令の判断
〇災害派遣要請の判断
〇避難者支援
〇被害状況の把握

〇早期注意報情報（警報級の可能性）
〇台風予報（随時）
〇台風に関する茨城県気象情報（随時）
〇台風に関する説明会（随時）
〇大雨注意報・洪水注意報発表
〇暴風警報発表

〇施設（ダム・水門・排水機場等）の点検・
操作確認

〇災害対策用資機材・復旧資機材等の確保
〇リエゾン体制の確認
〇協力機関の体制確認
〇ダム事前放流の指示・確認

〇体制の確認、庁内各課への注意喚起
〇ゲート、樋管、ポンプ等の施設、水防資機材
の点検・確認

〇消防団等への注意喚起
〇休校の判断、市主催事業等の中止の検討
〇資機材、応援体制の確認
〇体制協議、自主避難所開設の検討

〇テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象情報等の確認

命の危険直ちに安全確保！

危険な場所から全員避難

危険な場所から高齢者等は避難

自らの避難行動を確認

災害対策本部設置【第２非常配備】

災害警戒体制本部設置【第１非常配備】

警戒レベル３
高齢者等避難発令

警戒レベル４
避難指示発令

警戒レベル５
緊急安全確保発令

災害対策本部 継続【第３非常配備】

〇全職員を配備
〇緊急安全確保発令の判断
〇要救助者の捜索・救助
〇災害救助法の申請
〇災害派遣要請
〇広域支援・連携の要請
（リエゾン、TEC-FORCE）

〇気象・水象情報の収集
〇高齢者等避難発令の判断
〇避難所開設
〇各班での災害対応
〇災害派遣要請の条件確認
〇体制移行の判断

災害警戒体制本部継続

〇気象・水象情報の収集
〇消防団等によるパトロールの実施
〇早期の避難情報発令の判断
〇避難所開設検討
〇各班での災害対応確認

【注意非常配備】

〇総務課・消防本部職員から必要な職員を配備
〇気象情報の収集
〇今後の見通しの庁内情報共有
〇施設等の確認
〇住民への防災情報の発信

災害への心構えを高める

〇ハザードマップ等による避難所、
避難ルートの確認
避難先 【 】
移動手段【 】
避難時間【 分】

〇非常時持出し品の確認
〇備蓄品の確認
〇自宅の水害対策

〇テレビ、インターネット、防災メール等に
よる大雨や防災情報等の確認

〇防災行政無線、防災メール配信等による
避難情報の受信

〇高齢者等の要配慮者は避難開始
（浸水想定区域にお住まいの方）
〇それ以外の方は避難の
準備を開始

〇防災行政無線、防災メール配信等による
避難情報の受信

〇避難開始（浸水想定区域にお住いの方）
〇被害状況の報告

〇直ちに命を守る最善の行動をとる
（住宅の２階へ移動するなど）

〇大雨特別警報発表

〇水門、樋門、排水機場等の操作
〇応援体制の確認・要請
〇波浪による堤防の巡視

〇河川等の巡視
〇波浪による堤防の巡視
〇ダム緊急放流の検討
〇防災気象情報の提供

〇河川の漏水・浸食等情報の提供
〇高齢者等避難発令に関する助言
〇ダム緊急放流
〇ホットライン
（高萩工事事務所長→市長、総務課長）

〇河川の漏水・浸食等情報の提供
〇内水氾濫状況の把握
〇避難指示発令に関する助言
〇ホットライン
（高萩工事事務所長→市長）
（茨城県知事→市長）

〇被害状況の把握
〇復旧対策の検討
〇現地対策本部設置
〇被害状況・調査結果等の公表

水防警報（出動）
洪水予報（氾濫注意情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

洪水予報（氾濫危険情報）

洪水予報（氾濫発生情報）

〇大雨・洪水警報発表
〇記録的短時間大雨情報発表

我が家
の避難 ✅

我が家
の避難 ✅

※いずれかの避難する
タイミングをチェック

避難完了！

氾濫注意水位到達

大北川(磯原)：2.6m
花園川(豊田)：2.0ｍ

※市防災メール
登録はこちら→

〇高潮警報発表
〇高潮特別警報発表

水防警報（待機・準備）

氾濫
発生

- 0ｈ


